
  

（別添１） 

 

 

実施区域名 住所等 選定理由 他法令等 

県 北 
福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、 

国見町、川俣町、大玉村 

生息密度の高い

尾瀬周辺地域、

及び生息数拡大

が確認されてい

る地域で、今後

農林業被害の増

加が予測される

ため、捕獲の強

化を図る。 

福島県鳥獣

保護区 

 

鳥獣被害防

止特措法に

定める被害

防止計画の

対象地域 

県 中 

郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、 

石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、 

三春町、小野町 

県 南 
白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、 

棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村 

会 津 

会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、 

磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、

三島町、金山町、昭和村、会津美里町 

南会津 下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町 

    

 

 

 

 

実施区域図 


